
限度額適用・標準負担額減額認定申請書の記入例 

70歳以上の方（市町村民税非課税
．．．

世帯の方）が、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるとき 

 

◎「限度額適用・標準負

担額減額」を〇で囲ん

でください。 

※欄は記入不要です。 

 

◎被保険者証及び個人番

号（マイナンバー）カ

ード等をご確認のうえ

記入してください。 
 
 

 

◎療養予定期間を記入し

てください。 

 なお、限度額適用・標

準負担額減額認定証の

有効期限は、原則、最

初に到来する７月31日

までとなります。 

 有効期限後も限度額適

用・標準負担額減額認

定証の交付を必要とさ

れるときは、改めて申

請書を提出してくださ

い。 

 

◎「非該当」を○で囲ん

でください。 

 

◎記入不要です。 

 

過去 1 年間の入院期間

が 90 日を超える場合

は、別途記入例があり

ますので、ご確認くだ

さい。 

 

◎日中連絡がとれる電話

番号を記入してくださ

い。 
 

◎上記に記載した住所以

外への送付を希望する

場合は、送付先を記入

してください。 

送付先が自宅以外（病

院等）の場合、受取人

を「宛名」欄に必ず記

入してください。 

◎ 所得課税情報等について 

  1 適用区分決定に必要な所得課税情報は、組合が情報連携により取得しますが、情報が取得できないときは非課税証明書等の提出を依頼します。 

   なお、限度額適用・標準負担額減額認定証の速やかな交付を希望されるときは、「市町村長が証明する欄」に市町村長の証明を受けるか、同一世帯に属す

る被保険者全員の非課税証明書等を添付してください。 

2 事業主は、組合員から限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請の委託を受けたときは、申請書の記載漏れを確認のうえ提出してください。 
 
◎ その他添付資料 

  1 け
．
が
．
のため療養を受けようとする場合、「組合員負傷届」を添付してください。 

  2 交通事故、闘争など第三者行為によるけ
．
が
．
のため療養を受けようとする場合、「第三者行為による被害届」を添付してください。 

（「組合員負傷届」、「第三者行為による被害届」は、組合ホームページから印刷できます。印刷環境がない場合は組合までご連絡ください。） 


